
厚木市防災用地震体験車運行要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市民等が防災用地震体験車（以下「地震体験車」という。）による震

度体験訓練（以下「体験訓練」という。）を通じて、地震発生時の対応方法を習得するこ

と並びに市民等の防災意識の啓発活動を推進するため、地震体験車の運行について必要な

事項を定めるものとする。 

（管理者等） 

第２条 地震体験車の維持管理と効率的な運行を図るため、管理者を置く。 

２ 管理者は、防災主管課長をもって充てる。 

３ 管理者は、地震体験車が常に良好な状態で運行できるよう努めなければならない。ただ

し、消防本部において訓練指導のために運行する場合は、訓練指導主管課長が運行管理を

行うものとする。 

（運行時間等） 

第３条 地震体験車の運行時間は、原則として午前９時から午後５時までとする。ただし、

管理者が特に必要と認めた場合は、この時間を変更して運行することができる。 

２ 地震体験車の運行は、原則として雨天の場合は行わないものとする。 

（運行の促進） 

第４条 地震体験車は、市が行う防災訓練及び火災予防運動等の行事において運行するほか、

自主防災組織、学校、事業所その他の団体（以下「団体等」という。）が行う防災訓練に

おいて、積極的に運行するものとする。ただし、事業所等が営業を目的として運行する場

合は除く。 

（地震体験車体験訓練の申請） 

第５条 体験訓練を希望する団体等は、地震体験車震度体験訓練申請書を市長に提出しなけ

ればならない。 

（地震体験車の取扱い） 

第６条 地震体験車の運行及び操作は、別に定める操作マニュアルに基づき、適正かつ確実

に行うものとする。 

（体験訓練以外の使用） 

第７条 地震体験車は、災害時における資機材の運搬その他防災主管部長が特に必要と認め

たときは、体験訓練以外に使用することができる。 

（保守点検） 

第８条 地震体験車の機能の維持と安全確保を図るため、地震体験車の運転操作員は、運行

の前後に保守点検を確実に行うものとする。 

２ 前項に規定する保守点検を行った者は、速やかに点検の内容を地震体験車点検報告書に

より管理者に報告するものとする。 

（報告） 

第９条 地震体験車を運行したときは、訓練指導日誌に所要の事項を記載し、管理者に報告

するものとする。 

 

附 則 



この規程は、昭和 59年９月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 19年 11月 16日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成 20年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成 20年６月９日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成 30年２月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。  


